
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成24年3月13日

【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　龍　万成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

丸の内パークビルディング

【事務連絡者氏名】 山本　亮子

【電話番号】 03-5224-3400

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資信託受益証券に係るファンドの名称】

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年2月13日付けをもって提出した有価証券届出書の記載事項の一部に変更が生じましたので、
これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
 

２【訂正の内容】

下線部　　　　は訂正部分を示します。
 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（略）

③ 信託金の限度額

信託金の限度額は1,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更

することができます。

（略）

＜訂正後＞

（略）

③ 信託金の限度額

信託金の限度額は1,500億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更

することができます。

（略）

４【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（略）

① 個人、法人別の課税の取扱いについて

１．個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として10％（所得税
7％、地方税3％）の税率による源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われま
す。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
平成26年1月1日以降は、上記の税率は20％（所得税15％、地方税5％）となる予定です。
なお、配当控除の適用はありません。

b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）は、譲渡所得として10％（所得税7％、地方税
3％）の税率による申告分離課税が適用されます。
源泉徴収選択口座を利用している場合は、10％（所得税7％、地方税3％）の税率による
源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われます。
平成26年1月1日以降は、上記の税率は20％（所得税15％、地方税5％）となる予定です。

２．法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者

ごとの個別元本超過額について、7％（所得税7％、地方税の徴収はありません。）の税率で源

泉徴収が行われます。

平成26年1月1日以降は、上記の税率は15％（所得税15％、地方税の徴収はありません。）と

なる予定です。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

② 個別元本について

（略）

３．受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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③ 収益分配金の課税

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとな

る「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際、１．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの

個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全

額が普通分配金となり、２．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」

を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該

特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
 

※上記の内容は平成23年11月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等に

は、変更になる場合があります。

（略）

＜訂正後＞

（略）

① 個人、法人別の課税の取扱いについて

１．個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として10％（所得税

7％、地方税3％）の税率
※
による源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われ

ます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。

b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）は、譲渡所得として10％（所得税7％、地方税

3％）の税率
※
による申告分離課税が適用されます。

源泉徴収選択口座を利用している場合は、10％（所得税7％、地方税3％）の税率
※
によ

る源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われます。
※平成24年12月31日までの税率です。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成
25年１月１日以降は10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）、軽
減税率の適用が終了となる平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15％、復興特別所
得税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。

２．法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者

ごとの個別元本超過額について、7％（所得税7％、地方税の徴収はありません。）の税率
※
で

源泉徴収が行われます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。
※平成24年12月31日までの税率です。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成
25年１月１日以降は7.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％）、軽減税率の適用
が終了となる平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率となる予定です。

② 個別元本について

（略）

３．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本

から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり

ます。

③ 収益分配金の課税

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとな

る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分

があります。

受益者が収益分配金を受取る際、１．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの

個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全

額が普通分配金となり、２．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」

を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益
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分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
 

※上記の内容は平成24年1月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等に

は、変更になる場合があります。

（略）

 
第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞

（略）
(2) 販売会社

名称
資本金の額

（平成23年9月末日現在）
事業の内容

むさし証券株式会社 5,000百万円

金融商品取引法に定

める第一種金融商品

取引業を営んでいま

す。

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

宇都宮証券株式会社 301百万円

東洋証券株式会社 13,494百万円

東海東京証券株式会社 6,000百万円

三津井証券株式会社 558百万円

ワイエム証券株式会社 1,270百万円

浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

西日本シティＴＴ証券株式会社 1,575百万円

中銀証券株式会社 2,000百万円

岡三オンライン証券株式会社 8,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 27,270百万円

フィデリティ証券株式会社 5,207百万円

マネックス証券株式会社 7,425百万円

播陽証券株式会社 112百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円

岡三証券株式会社 5,000百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円

八十二証券株式会社 800百万円＊

株式会社広島銀行 54,573百万円

銀行法に基づき、銀行

業を営んでいます。

株式会社イオン銀行 51,250百万円

株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円

スタンダードチャータード銀行 1,025,172百万円

株式会社足利銀行 135,000百万円

楽天銀行株式会社 25,954百万円

株式会社北都銀行 11,000百万円

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ

・バンキング・コーポレイション・

リミテッド（香港上海銀行）

25,910百万香港ドル、
12,533百万米ドル

株式会社東京スター銀行 26,000百万円

株式会社滋賀銀行 33,076百万円
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＊　平成23年12月末日現在
＜訂正後＞

（略）
(2) 販売会社

名称
資本金の額

（平成23年9月末日現在）
事業の内容

むさし証券株式会社 5,000百万円

金融商品取引法に定
める第一種金融商品
取引業を営んでいま
す。

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

宇都宮証券株式会社 301百万円

東洋証券株式会社 13,494百万円

東海東京証券株式会社 6,000百万円

三津井証券株式会社 558百万円

ワイエム証券株式会社 1,270百万円

浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

西日本シティＴＴ証券株式会社 1,575百万円

中銀証券株式会社 2,000百万円

岡三オンライン証券株式会社 8,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 27,270百万円

フィデリティ証券株式会社 5,207百万円

マネックス証券株式会社 7,425百万円

播陽証券株式会社 112百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円

岡三証券株式会社 5,000百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円

八十二証券株式会社 800百万円＊1

株式会社広島銀行 54,573百万円

銀行法に基づき、銀行
業を営んでいます。

株式会社イオン銀行 51,250百万円

株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円

スタンダードチャータード銀行 1,025,172百万円

株式会社足利銀行 135,000百万円

楽天銀行株式会社 25,954百万円

株式会社北都銀行 11,000百万円

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ
・バンキング・コーポレイション・

リミテッド（香港上海銀行）＊2

25,910百万香港ドル、
12,533百万米ドル

株式会社東京スター銀行 26,000百万円

株式会社滋賀銀行 33,076百万円

オーストラリア・アンド・ニュージー
ランド・バンキング・グループ・リミ

テッド（銀行）
＊3

22,212百万豪ドル

＊1　平成23年12月末日現在
＊2　一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関

する事務等のみを行います。
＊3　平成24年3月15日よりお取扱いを開始します。
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